
資料３

公立大学法人横浜市立大学の役員の年俸等について  

 

 

１  年 俸 に つ い て  

公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 の 理 事 長 、副 理 事 長（ 学 長 で あ る 副 理 事 長

を 含 む 。以 下 同 じ 。）、非 常 勤 の 理 事 及 び 監 事 の 年 俸 は 次 の と お り と し ま

す 。  

理 事 長     １ ８ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

  副 理 事 長    １ ７ ， ５ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

  非 常 勤 の 理 事   １ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

監 事       １ ， ２ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 

 な お 、役 員 の 執 務 時 間 が 常 勤 の 職 員 の 勤 務 時 間 に 満 た な い 場 合 の 年 俸

額 は 、常 勤 の 職 員 に 対 す る 執 務 時 間 の 割 合 に よ っ て 求 め た 額 を も と に 理

事 長 が 決 定 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

 

２  年 俸 の 支 給 方 法  

（ １ ）  理 事 長 及 び 副 理 事 長 に 対 し て は 、 法 人 職 員 の う ち 、 年 俸 制 の 適 用

者 の 例 に よ り 、 年 俸 を 支 給 し ま す 。  

（ ２ ）  非 常 勤 の 理 事 及 び 監 事 に 対 し て は 、 年 俸 の １ ２ 分 の １ に 相 当 す る

額 を 毎 月 支 給 し ま す 。支 給 の 方 法 は 法 人 職 員 の 例 に よ る こ と と し ま

す 。  

 

３  そ の 他 の 手 当 に つ い て  

（ １ ）  通 勤 手 当  理 事 長 、副 理 事 長 、非 常 勤 の 理 事 及 び 監 事 に 対 し て は 、

通 勤 手 当 を 支 給 し ま す 。支 給 の 額 及 び 支 給 方 法 は 法 人 職 員 の 例 に よ

る こ と と し ま す 。  

（ ２ ）  退 職 手 当  理 事 長 及 び 副 理 事 長 に 対 し て は 、 退 職 手 当 を 支 給 し ま

す 。支 給 の 額 及 び 支 給 方 法 は 、法 人 職 員 の う ち 、年 俸 制 の 適 用 者 の

例 に よ る こ と と し ま す 。  

 


